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志 摩 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

1. 会 議 の 種 類  令和６年第１回定例会 

1. 招 集 年 月 日  令和６年１月１５日（月） 

1. 開 催 年 月 日  令和６年１月２２日（月） 

1. 開 催 場 所  志摩市役所４０５会議室 

1. 招 集 を し た 者  舟戸 宏一 

1. 委 員 数  ４名 

1. 出 席 委 員   山下 行重・坂中 小百合・柴原 千峰・茶呑 潤造 

1. 欠 席 委 員 

1. 会 議 に 出 席 し た 者  教育長                  舟戸 宏一 

教育部長                 井上 辻明 

教育総務課課長              山本 富紀 

学校教育課長               金光 孝裕 

学校教育課副参事兼管理主事        村井 浩志 

総合教育センター長            澤田 真仁 

生涯学習スポーツ課長           前田 和久 

1. 傍 聴 人  ０名 

1. 事 項 
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開 会   開会時間   10 時 00 分 

 

日程第 １  会議録署名委員の指名 ３ 番 柴原委員 

 

日程第 ２  教育長報告 

 

日程第 ３  議案第１ 号 令和６ 年度全国学力・ 学習状況調査について 

 

日程第 ４  報告第１ 号 令和５ 年度第３ 回一人ひと り が大切にさ れるための生活アンケート 調 

査結果について 

 

日程第 ５  その他協議・ 報告案件について 

①各課から の報告 

②その他 

 

閉 会  閉会時間   10 時 29 分 
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教育長 

 

 

日程第１  

 

教育長 

 

 

委員 

 

日程第２  

 

教育長 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

日程第３  

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻と なり まし たので、 ただいまより 、 令和６ 年第１ 回定例教育委員会を開会し

ます。 事項書の日程に従いまし て、 進めさ せていただきます。  

 

会議録署名委員の指名 

 

日程第１ 、 会議録署名委員の指名を行います。 会議録署名委員は、 ３ 番柴原委員

を指名し ます。 よろし く お願いし ます。  

 

お願いし ます。  

 

教育長報告 

 

日程第２ 、 教育長報告については、 お手元に配付の通り でございます。 教育長報

告について質疑はございませんか。  

 

（ 質疑なし ）  

 

ないよう ですので、 次へ進めます。  

 

議案第１ 号 令和６ 年度全国学力・ 学習状況調査について 

 

日程第３ 、 議案第１ 号 令和６ 年度全国学力・ 学習状況調査についてを 議題と し

ます。 本案について、 事務局から 説明を求めます。  

事務局。  

 

令和６ 年度全国学力・ 学習状況調査についてご説明いたし ます。 資料は２ ページ

以降になり ます。 本案は令和６ 年度の全国学力・ 学習状況調査の結果の取り 扱い

について提案するも のでございます。 こ の調査への参加につき まし ては、 昨年 11

月に開催さ れまし た定例会でご審議いただき 、 本市においても 参加すると いう 決

定を し ていただき まし た。 今回は、 その結果の取り 扱いについて提案さ せていた

だき ます。 令和６ 年度の全国学力・ 学習状況調査につきまし て、 昨年 12 月 21 日

付で実施要領が文部科学省から 示さ れまし た。 あら ためてにはなり ますが、 要領

にそっ て来年度の調査の概要を説明いたし ます。 資料３ ページの中ほどに調査の

目的があり 、 こ れまでと 変更はございません。 調査の対象も こ れまでと 同様で、

小学校第６ 学年と 中学校第３ 学年です。 調査する教科は小学校では国語と 算数、

中学校は国語と 数学です。 資料４ ページを お願いいたし ます。 資料４ ページにあ

り ます通り 、こ れまでと 同様に、教科に関する調査以外に質問紙調査も あり ます。

調査の実施日は令和６ 年４ 月 18 日です。  
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教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

こ の調査結果の公表について提案をいたし ます。調査結果の公表に関し まし て、

資料７ ページ下あたり の（ ５ ） に配慮事項の記載があり ます。 続く ８ ページに、

調査により 測定でき るのは、 学力の特定の一部分であるこ と 、 学校における教育

活動の一側面であるこ と などを踏まえると と も に、 序列化や過度な競争が生じ な

いよう にするなど、教育上の効果や影響等に十分配慮するこ と が重要と あり ます。 

こ う し た点を踏まえ、 令和５ 年度調査の結果の公表は、 市の教科全体に関する平

均正答率の数値については公表せず、 傾向と こ れから の取り 組み等について文書

を作成し 、 保護者の方にお配り すると と も に市のホームページに掲載いたし まし

た。  

学校別の平均正答率の公表につき まし ても 、例年通り 行っ ており ません。また、

各学校がそれぞれの保護者に対し て行う 公表については、 教科に関する調査結果

は、 教科全体の平均正答率の数値は公表せず文章表記で行う こ と と し ており 、 正

答率の表記については全国平均と 比較し て「 ほぼ同じ 」、「 やや上回る」、「 やや下

回る」、「 上回る」、「 下回る」 と いう 表現と し ており ます。 児童、 生徒の質問紙に

関する調査結果については、 各校の実情に応じ 、 必要な調査項目についてわかり

やすく 表記し 、 数値を用いるこ と が適切と 判断さ れる場合は、 記載し ても 構わな

いこ と と し ており ます。 以上が令和５ 年度の公表の仕方についてです。 令和６ 年

度の調査結果の公表につき まし ても 、 先ほどご説明いたし まし た実施要領の配慮

事項を踏まえ、 引き 続き 同様の形が適切ではないかと 考え、 こ のよう に提案いた

し ます。 説明は以上になり ます。 どう ぞよろし く お願いし ます。  

 

説明あり まし たが、 質疑はございませんか。  

 

（ 挙手）  

 

委員。  

 

３ ページの調査対象の項目について、 説明をし ていただき たいです。  

「 小学校調査、 小学校第６ 学年、 義務教育学校前期課程６ 学年」、「 中学校第３ 学

年、 義務教育学校後期課程第３ 学年、 中等教育学校前期課程第３ 学年」、 と あり ま

すが、 こ れはどのよう に区別さ れたも のなのでし ょ う か。  

 

こ こ に書いてある小学校調査の３ つ、 また中学校の４ つの言葉ですが、 それぞれ

同じ 学年を 表現し ており ます。 志摩市の場合は小学校第６ 学年、 中学校第３ 学年

に当てはまり ます。 全国的には小学校と 中学校で一つの学校になっ ている義務教

育学校と いう も のがございますが、 その義務教育学校の第６ 学年は、 志摩市の場

合、 小学校第６ 学年と 同じ 学年になり ます。 また、 中等教育学校と いう も のは、

中学校と 高校が一つの学校になっ ており 、 そこ の第３ 学年と いう のは、 志摩市の

場合、 各中学校の第３ 学年に相当すると いう こ と で、 全国的な学校の仕組みに応

じ た書き 方と なっ ており 、 対象と する年代についてはすべて共通と なっ ており ま
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教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

日程第４  

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。  

 

よろ し いですか。  

 

わかり まし た。  

 

常識的には小学校６ 年生、 中学校３ 年生でいいですが、 学校の種類によっ てこ う

いう 書き 方をし ないと 、 それでは当てはまら ないケースが出てく ると いう こ と に

なり ます。  

 

はい、 わかり まし た。  

 

他いかがでし ょ う か。  

ないよう でし たら 、 原則今年度と 同じ 方向でいく と いう ご確認をよろ し く お願い

し ます。 質疑はないよう ですので採決に移り ます。 議案第１ 号について承認さ れ

る方は挙手を お願いし ます。  

 

（ 挙手）  

 

あり がと う ございます。 挙手全員です。 よっ て議案第１ 号は可決さ れまし た。  

 

報告第１ 号 令和５ 年度第３ 回一人ひと り が大切にさ れる ための生活アン ケー

ト 調査結果について 

 

続き まし て日程第４ 、 報告第１ 号 令和５ 年度第３ 回一人ひと り が大切にさ れる

ための生活アンケート 調査結果についてを 議題と し ます。 本案ついて、 事務局か

ら 説明を求めます。  

事務局。  

 

報告第１ 号、 令和５ 年度 第３ 回一人ひと り が大切さ れるための生活アンケート

調査結果につきまし てご報告さ せていただきます。 資料は 27、 28、 29 ページを ご

覧く ださ い。 第３ 回のアンケート は 11 月上旬から 中旬にかけて実施いたし まし

た。 結果につき まし ては資料 28 ページに示すと おり 、 今回、 第３ 回のアンケート

調査におけるいじ めの認知件数は全 13 件、小学校７ 件、中学校６ 件でございまし

た。 本年度はアンケート におき まし ても 、 特に小学校では認知件数をコ ンスタ ン

ト に示し ており 、 児童生徒の声を し っ かり と 受け止め、 いじ め事案と し て対応し

た結果であると も 捉えており ます。 事案内容と し ては、 いじ めの様態①にあり ま

す、 嫌なこ と 言われたり 、 そのこ と で嫌な気持ちになっ たり 、 怖く なっ たと いっ

た事例が今回も 多く 、 も ちろ んすべての事案はいじ めにあたる事案でございます

が、 指導を 通し て、 例えば加害者の背景には多少なり と も 人間関係や家庭等にお
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教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

けるスト レ スが一要因と なっ ているこ と が大き く 影響し ていっ た事案も ございま

し た。  

事案すべて一つひと つ丁寧な指導、 そし てメ イ ンであり ます被害児童生徒のそ

の後のケア、 見届けはも ちろ んですが、 先ほど言わせていただき まし た、 加害者

側にも こ れまで以上に着目し て、 その後の教育相談の実施や見守り 、 保護者と の

連携においても 丁寧に関わっ ていかなければなら ないと 捉えており ます。 また、

令和５ 年度 12 月末、２ 学期終了時点までのいじ めの認知合計件数は、小学校で全

32 件、 内訳と し まし てはアン ケート では資料が示すよう に 23 件ございます。 そ

し て中学校では全 35 件、 内アンケート の認知件数は資料が示すと おり 11 件、 小

中を 合わせて全 67 件の認知件数と なっ ており ます。 １ 学期・ ２ 学期を 終えて、 小

学校では昨年度の認知件数の約 76％、 中学校では昨年度の認知件数の 100％に達

し ている状況であり 、 小中でも 87％の状況であるこ と から も 、 本年度も 積極的な

認知、 対応が行われていると 捉えており ます。 こ れまでの報告でも 触れさ せてい

ただき まし たが、 本年度も こ のアンケート における認知はも ちろ んですが、 アン

ケート 以外での認知件数も 引き 続き 行われており ます。 特に中学校では、 アンケ

ート 以外で直接生徒が訴えたり するケースの方が本年度は多く 、 35 件中 11 件が

アンケート で 24 件が直接訴えら れたも のでございます。本来のあるべき 姿や環境

が構築さ れている現れだと も 捉えており ます。  

資料 29 ページには、 毎年４ 月と 11 月に実施し ており ます「 いじ め防止強化月

間」 の 11 月の取組例を 記載さ せていただき まし た。 各校におき まし て、 そのよう

な機会をと おし て児童生徒が主体と なっ たいじ め防止に係る取り 組みや啓発活動

が行われ、 こ れまで以上にいじ め防止に対する意識向上が図ら れているよう に思

います。 企画やアイ デアにおいても 児童生徒自ら が考えた取り 組みが年々行われ

るよう になっ てき たよう に感じ ており ます。 も ちろ ん、 形だけのイ ベント と し て

終わっ ては意味があり ませんので、 一人ひと り の意識向上がいじ め防止の主体的

な行動につながっ ていけるよう に、 さ ら なる取り 組みや見守り が必要であるこ と

は言う までも あり ません。 今後も 小さ な一つひと つの積み上げを大切にし ながら

取り 組んでいきたいと 考えており ます。  

最後になり ますが、 早いも ので３ 学期学年末を迎える時期と なり まし た。 ある

意味、 こ れから の時期はこ れまでの学級や学年づく り の集大成でも あり ます。 児

童生徒にと っ て、 こ れから 迎える卒業や進級がそれぞれにと っ て素敵な成長や旅

立ちにつながるよう 、 最後まで丁寧な関わり を大切にし ていきたいと 考えており

ます。 報告は以上でございます。  

 

説明があり まし たが質疑はございませんか。  

 

（ 挙手）  

 

委員。  
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

小学校の⑧はパソ コ ンやスマホ、 携帯などでと いう １ 件と 、 中学校のその他はど

んなこ と があっ たのか、 言える範囲でいいので教えていただき たいです。  

 

まず小学校の⑧番、 SNSに関わる事案でございますが、 グループ LI NE 等でいわゆ

る被害児童を 、その LI NE に入れないと いう よう な事案がございまし た。こ の背景

には、 日常から その加害児童と 被害児童と の間で、 言い合いなどがあり 、 加害児

童側が我慢できずに被害児童を外し たと いう こ と を実際に LI NE 等で行われた事

案です。 も ちろ ん事案そのも のは、 いじ めと し て対応はし ますが、 本事案におい

ては、 加害側のそう いっ た気持ちを聞き 取ると いう こ と も 必要な事案かと 思いま

す。 丁寧な対応のも と 、 現在は日常の関係には戻っ ていますが、 その後において

も 経過観察を行っ ており ます。 そし て中学校の⑨番のその他ですが、 事案内容は

教室を出よう と し た際に、 意図的にド アを 閉めると いう 嫌がら せを し たと いう よ

う なこ と が、 複数回あっ たと いう こ と で訴えを受けまし た。 内容そのも のと し て

は①に分類はさ れるかと 思いますが、 被害生徒がアンケート で⑨番と 書いてあり

ますので、 記載はそのよう にさ せていただいた次第です。 被害生徒と 加害生徒の

間には以前にも ト ラ ブルがあっ たと いう こ と で、 行為そのも のの指導も そう です

が、 その根底にあるも のの聞き 取り や解決に向けた取組を 行う と と も に、 現在見

守り ・ 経過観察を行っ ていると いう よう な状況です。 以上です。  

 

よろ し いでし ょ う か。  

 

そう すると 、 こ の２ 件と も その友達たちは普通の関係になっ ていると いう 感じ で

すか。  

 

そう ですね。  

 

わかり まし た。  

 

何日間か時間を要し まし たが、 現在日常の関係に戻っ ていると いう こ と です。  

 

あり がと う ございます。  

 

他いかがでし ょ う か。  

 

（ 挙手）  

 

委員。  

 

小学校や中学校の①に脅し と いう 言葉が出てき ます。 ちょ っ と 強烈ですが、 件数

がなかっ たこ と を 願う のですが、 例えばどう いう こ と が脅し に当てはまるのでし
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

委員 

 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ょ う か。  

 

まず、 いじ めの対応につき まし ては、 三重県は同じ アンケート の様態の形式をと

っ ていますので、 ご理解いただき たいと いう こ と 。 何が脅し で何が悪口かと いう

と こ ろ は、 その被害の児童生徒が、 行為を 脅し と 感じ ているよう であれば、 脅し

と し て実際に指導はし なければなら ないかと いう よう に思います。 ただ、 今回の

事案であっ たり 、 こ れまでの事案に関わっ ては、 例えば「 あほ」 と 言われた、 ブ

ラ ンコ を早く 変われと 言われた際に、 被害児童にと っ てそれは脅迫であっ たり 脅

し と いう よう に捉える場合も ございます。 そのあたり のと こ ろは実際に指導や聞

き 取り の中で、 対応の先生がどのよう にやっ ていく かと いう と こ ろ の判断による

かと 思います。 こ れが脅し でこ れがそう ではないと いう よう な線引き ではないで

すが、 あく までも 被害者側に立っ た指導と いう 中で、「 脅し 」 と いう 文言を活用す

るかどう かと いう と こ ろも 含めて指導は行っ ており ます。  

 

よろ し いですか。  

 

わかり まし た。  

 

（ 挙手）  

 

委員。  

 

お聞き し たいのですが、 ⑧の「 パソ コ ンやスマホ、 ケータ イ などで、 嫌なこ と を

書かれたり 、さ れたり し た。」 と いう と こ ろ です。マスコ ミ で見る・ 聞く 範囲では、

スマホを使っ たいじ めと いう のが非常に多いと 私は捉えているのですが、 アンケ

ート 結果から は意外と ケースが少なく 、 それは安心し たと こ ろです。 スマホ等の

学校への持ち込みなどについて規制などはあり ますか。  

 

まず SNS にかかる事案の件数ですが、 今アンケート で数字が表れている部分は少

ないよう には思いますが、 実際アンケート 以外の認知件数も あり 、 小学校ではま

だ２ 件程度の数値ですが、 中学校では実際に６ 件の認知件数ございます。 も ちろ

ん学校や我々も その件数がすべてではなく 、 氷山の一角と いう 表現は大げさ かも

し れませんが、 本当にそう いっ た問題はあり き だと いう 中で、 対応のご報告をさ

せていただいています。 幸いにも 、 今のと こ ろ 世間を騒がせるよう な、 あるいは

世の中で出回っ ているよう な事案はございませんが、 いつそのよう な部分に発展

し ていく かわから ないと いう 危機感を 持ちながら 、日常の指導にあたっ ています。 

また、 携帯の規制と いう 部分では、 以前は持ち込みに関し てまだ限定的と いう

よう な時代でし たが、 今は様々な家庭環境があり 、 なかなか持たせないと いう 指

導は難し いかと 思います。 持っ ていく 中で、 あるいは持たせていく 中で、 家庭と

学校でどう 連携し て対応し ていく か。 も ちろ ん日常の学校では預ける制度があっ
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委員 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

たり 、 各学校の状況によっ て異なり ますが、 そのよう な体制を行っ ています。 そ

し て子ども たちへ実際の指導と いう のは、 警察関係機関と も 連携し ながら やっ て

いるのですが、 やはり 保護者の認識や啓発をこ れから どのよう に高めていく かと

いう のは大き な課題でも あると こ こ 数年感じ ており ます。 本年度は、 各学校での

講演等をやっ ていただいていますが、 出席等々が厳し い状況も あり 、 保護者の出

席が高いであろ う 小学校から 中学校へ入学する際の新入生説明会の時に、 鳥羽警

察にご協力いただき 、 携帯の事案の実情や現状をお話さ せていただく こ と で、 未

然防止、 あるいは保護者と も 見守り と いう と こ ろ を進めている次第です。 も ちろ

ん、 こ れですべてが解決さ れるわけではないですが、 携帯を 使う なと いう 時代で

はございませんので、色々な角度から やっ ていかなければなら ないと いう こ と で、

やはり 使い方にかかるマナーやモラ ルと いう と こ ろ は小・ 中段階でも し っ かり と

系統立ててやっ ていく よう な体制づく り を 、 今後も も っ と 強化し ていかなければ

なら ないと 捉えており ます。  

 

指導さ れているけれども 、 特に規制はし ていないと いう こ と ですよね。  

あり がと う ございます。  

 

学校に預けるこ と も たく さ んあり ますよね。  

 

管理のこ と も あるので、 基本は持っ てく る場合には学校に預けて、 そし て下校時

に返すと いう と こ ろが原則です。  

 

それはやっ ているのですね。  

 

一部、 勝手に持っ ている状況も あるかと 思います。 そう いっ たと こ ろ はし っ かり

と 保護者と 連携し た対応をさ せていただき ます。  

 

預けると いう のは、 小学校も 中学校も そのよう にスマホを 預けていると いう こ と

ですか。  

 

全ての学校の実状がそう かと いう と 、 低学年等々には色々な指導も 必要かと 思い

ますので、 その学校の状況に応じ てやっ ていただいていると いう と こ ろ ですね。  

 

わかり まし た。 あり がと う ございます。  

 

預けるのはあく までも 自己申告ですので、 持っ てき たので朝集めて帰り 返すと い

う ケースが多いかと 思います。  

他よろし いでし ょ う か。  

 

（ 特になし ）  
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事務局 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないよう でし たら 報告第１ 号は承認さ れまし た。  

 

その他協議・ 報告案件について 

 

続き まし て日程第５ 、 その他協議・ 報告案件についてに移り たいと 思います。 ま

ず①各課から の行事予定の報告を 求めます。 質疑は各課の報告の後、 一括し て行

いますのでご了解く ださ い。  

事務局。  

 

資料 30 ページをご覧く ださ い。 ２ 月 13 日火曜日でございますが、 志摩小学校に

おき まし て給食の生産者交流会、 今回は南張メ ロンと いう こ と で実施を さ せてい

ただき ます。 こ の日に小学校に南張メ ロンの提供をさ せていただき ますが、 数の

都合により 、 中学校につき まし ては３ 月５ 日に給食と し て南張メ ロンを 出さ せて

いただき ます。 続きまし て２ 月 20 日火曜日、 午前 10 時から 第２ 回の定例教育委

員会を 405 会議室で開催予定さ せていただいており ますので、 ご予定を よろ し く

お願いいたし ます。 以上でございます。  

 

続き まし て、 事務局。  

 

学校教育課です。 よろし く お願いし ます。 ２ 月２ 日９ 時半から 第２ 回志摩市いじ

め問題専門委員会が阿児アリ ーナにて実施さ れます。 そし て２ 月 13 日 10 時から

第２ 回志摩市いじ め問題対策連絡協議会が 402 会議室で行われます。 以上です。  

 

続き まし て、 事務局。  

 

総合教育センタ ー関係ですが、 ２ 月２ 日金曜日に志摩市学力向上検討委員会の第

４ 回会議を 予定し ており ます。 年間４ 回予定し ており 、 こ れが最終の会議と なり

ます。 以上です。  

 

続き まし て、 事務局。  

 

生涯学習スポーツ課でございます。資料は 33 ページから ご覧く ださ い。まず１ 月

23 日に B&G全国サミ ッ ト が東京で開催さ れ、 志摩市から 市長、 教育長が出席いた

し ます。志摩 B&G海洋センタ ーが特 A評価をいただいてから 連続 10 年と なり 、優

良表彰さ れるこ と と なり まし た。 今後の修繕予算など有利な補助率で予算を いた

だけるよう になり 、 市長、 教育長が出席するこ と により 、 評価のポイ ント が加算

さ れるこ と と なり ますので、 引き 続きの出席を続けてさ せていき たいと 思っ てお

り ます。  

次に２ 月１ 日の 19 時 30 分から 第 17 回美し 国三重市町対抗駅伝志摩市チーム

壮行会を開催し ます。市長並びに駅伝実行委員会会長から 激励の言葉をいただき 、
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出席でき る選手より 、 意気込みの言葉を述べていただき ます。 駅伝につきまし て

は、 後ほど観戦場所等説明さ せて頂き ます。  

続き まし て２ 月９ 日、 10 日に東海４ 県スポーツ推進委員研究大会が開催さ れま

す。 東海４ 県より スポーツ推進委員の参加を求め、 地域における生涯スポーツ推

進の実践活動について研究、 協議し 、 スポーツ推進委員と し ての資質向上を 図る

と と も に、 相互の意見交換を行います。 志摩市から は推進委員の役員２ 名と 事務

局１ 名が参加し ます。２ 月 11 日の日曜日には昨年に引き 続き 、東海小学校グラ ウ

ンド や体育館を会場に志摩市スポ少フ ェ スティ バルを開催し ます。 スポーツ少年

団の加入促進並びに子ども たちのスポーツを親し むき っ かけづく り を目的と し 、

PRブースや練習体験会などを 実施し ます。 加えて市内飲食店ブースや小さ なお子

様向けの遊べるスポーツコ ーナーも 併せて開催し ます。  

次に、 ２ 月 12 日から 18 日に市立図書館において図書・ 雑誌のリ サイ ク ルフ ェ

アを 開催し ます。 保存期間の過ぎた雑誌や壊れて修復が不可能な本、 重複し た寄

贈品、 学校図書館が廃棄し た本などを無償で市民に提供し ます。 図書につき まし

ては無制限で、 雑誌について１ 人１ 日５ 冊までお渡し するこ と ができ ます。 ２ 月

18 日は第 17 回美し 国三重市町対抗駅伝が開催さ れます。 資料を 34 ページに付け

さ せていただきまし た。県庁前から 伊勢の陸上競技場まで 42. 195kmのコ ースと な

り ます。 昨年は市の部９ 位、 総合 13 位でし た。 一次選考、 二次選考を経て各区間

２ 名の選手を 選抜し 、 12 月より 週２ 回の練習に励んでおり ます。 是非と も 時間の

都合がつけば伊勢陸上競技場のほう へ応援に来ていただければ幸いに思います。

36 ページに志摩市チームのベンチの割り 当てを付けさ せていただき まし た。 志摩

市は 19 番と いう 位置になり ますのでよ ろし く お願いし ます。  

続き まし てスポーツ関連において、 ２ 点事務報告さ せていただき ます。 まず１

点目は令和 10 年度全国高等学校総合体育大会の開催についてであり ます。資料は

37 ページから と なり ます。 全国９ ブロッ ク に分けて輪番で開催地域を決めるも の

であり ますが、前回平成 30 年は東海ブロッ ク で三重県が幹事県と なり 、その時に

は志摩市での実施種目はございませんでし た。次回は令和 10 年度に東海ブロッ ク

が開催地域と なり 、 愛知県が幹事県と なり ます。 三重県においては、 38 ページの

協議種目の振り 分け案の通り 、 バスケッ ト 、 バド ミ ント ン、 自転車、 相撲、 弓道、

ボク シング種目が割り 当てら れており ます。 志摩市ではも し かし たら 、 国体のよ

う に、 ボク シングあたり が可能性と し ては考えら れるかなと 考えており ますが、

今後の動向も 含め、 情報共有さ せていただきます。  

２ 点目につきまし ては、 国民スポーツ大会、 全国障害者スポーツ大会における

今後についてであり ます。 資料は 42 ページ、 43 ページと なり ます。 令和５ 年度

までは国民体育大会「 国体」 と 呼ばれており まし たが、 令和６ 年から は、 国民ス

ポーツ大会「 国スポ」 と 名称が変更さ れまし た。 皆様ご存知のと おり 、 令和３ 年

にみえと こ わか国体、 三重と こ わか大会は開催中止と なり まし たが、 42 ページの

知事提案説明のと おり 、令和 17 年国民スポーツ大会、全国障害者大会開催を目指

すと 知事が表明さ れまし た。 今後の開催に向けたスケジュ ール案が、 43 ページに

示さ れており ますの、 まだまだかなり 先の話にはなり ますが、 情報共有さ せてい
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各委員 

 

教育長 

ただきます。 以上報告と なり ます。 よろ し く お願いいたし ます。  

 

以上、 報告があり まし たが、 一括し て質疑を受けたいと いと 思います。 いかがで

し ょ う か。  

 

（ 質疑なし ）  

 

よろ し いですか。 質疑がないよう ですので、 次へ進めます。 ②のその他について、

何か報告等ございますか。  

 

（ 特になし ）  

 

ないよう ですので、 その他協議・ 報告案件についてを終わり ます。  

以上で、 本日の日程は全て終了し まし た。 次回の定例教育委員会は、 令和６ 年２

月 20 日火曜日、 午前 10 時から 405 会議室で行います。 以上で、 令和６ 年第１ 回

定例教育委員会を閉会し ます。 おつかれさ までし た。  

 

 

本日の会議を 記録し 、 署名する。  

 

 

教  育  長 
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